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自衛隊施設の整備を提供施設等整備費により実施する場合の事務手続について
（通達）

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第２条第４項（ｂ）の規定に基づき合
衆国軍隊に一定の期間に限って使用させる施設の建設工事（本工事に伴い代替施設等を整備
する工事を含む。）であって、これにより完成した施設が自衛隊施設として供用されるもの
に係るもの（提供施設等整備費で実施するものに限る。）の事務手続に関し、防衛省におけ
る自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第６６号。以下「訓令」とい
う。）の運用について下記のとおり定められたので、遺漏なきよう措置されたい。

記

１ 基本計画書の作成又は変更に当たっては、幕僚長等（訓令第４条第５号に規定する幕僚
長等をいう。以下同じ。）は、これらに必要な資料を地方協力局長に求めるものとする。

２ 実施計画書の作成に当たっては、地方防衛局長等（訓令第４条第６号に規定する地方防
衛局長等をいう。以下同じ。）は、取得等要求機関の長（訓令第４条第７号に規定する取
得等要求機関の長をいう。以下同じ。）のほか、地方協力局長その他関係機関と必要な調
整を行うものとする。

３ 工事契約締結の報告書の提出に当たっては、地方防衛局長等は、本通達に該当する工事
に係る報告書を別途作成するものとする。
また、整備計画局長は、当該報告書の写しを幕僚長等のほか、地方協力局長に送付する

ものとする。

４ 工事完成の報告書の提出に当たっては、地方防衛局長等は、本通達に該当する工事に係
る報告書を別途作成するものとする。
また、地方防衛局長等は、当該報告書の写しを取得等要求機関の長のほか、地方協力局

長に送付するものとする。

５ 予算要求資料その他必要な資料の作成に当たっては、地方協力局長は幕僚長等と必要な
調整を行うものとする。


